
Q1 公正証書とは何ですか? Q5 
契約などを公正証書にしておく
利点は何ですか?

公正証 l丘
公正証書の利点はまず裁判などで

公正証書というのは、法律の専門 強力な証拠力を持ちますから安JD¥

家である公証人の作成する公文書 できます。

のことです。 その上、これは大変重要なこと

ですが、金銭の麦払契約で強制

ご質問答 /
執行の条頂をつけておけば、相

Q2 公証役場は何をするところですか? 手が支払の約束に違反した場合に

Q&A 
は、その公正証書で相手の財産
に対して強制執行ができます。

公証役場は、公証人が公正証書
の作成 ・定款や私書証書の認証・

確定日付の押印などの事務を処 Q6 遺言を公正証書にしておく
理するところです。 利点は何ですか?
公証役場は、全国に約 300か所
あります。 r -A 次のような利点があります。

1 )遺言の原本は、半永久的に無

料で公証役場が保管しています

Q3 
公証人には から、滅失・偽造などのJD¥配があ
どんな人がなるのですか? りません。

2)本人が死亡したとき、家庭裁
公証人は、多年裁判官・検察官・ 判所で検認の手続をとるl必要が
法務局長などの臓にあった法律専 ありません。
門家の申から法務大臣によって任 3)本人が死亡したとき、その公
命される公務員です。 正証書ですぐ登記などの手続が
公証人は、全国に約500人おり できます。
ます。

Q7 公正証書として利用される契約の

種類には、どh広もの力tありますか?

Q4 
公正証書はどのようにして
作成するのですか?

L企
売買・金銭の賃借・宅地建物の

日本公証人連合会 貸信・贈与・示談など、いろいろ
F 

、 公正証書は、遺言や契約などにつ な約束ごとを書面にする場合に利

いて、公証人力ぜ関係者の依頼を受け、 用されております。最近では、親
その内容を法律上明確にした書面 族聞の金銭貸借などをはっきりさ

にするのです。 せるために公正証書を作成する場

合が増えて来ています。



08 
いま、どんなことが公正証書とし

公証役場で公正証書の作成を頼 ところで、公正証書を作成する揚て多く利用されていますか? 011 013 む場合には何か本人の身分を証 合の手数料はどのくらいかかるの
これまでに述べた遺言や各種の契 明するものがI必要だときいていま ですか?
約が多く利用されていますが、後

すが、どんなものを持参すればい
に取り上げている協議離婚の約束

いのでしょうか? 也j公正問成の手数料は国がのほか、任意後見契約に利用され

これが増えています。任意後見は、 次のとおり定めております。

将来の判断能力の低下にそなえ、 公正証書を作る場合には、公証役 (目的の価額) (手数料)

財産の管理等の事務を行ってもら 場へ出頭したその人が本人である 100万円まで 5，000円

う人との闘で契約をしておくもの ことを証明するために次のような 200万円まで 7，000円

です。 資料が必要です。 500万円まで 11，000円

1 )個人の場合には、印鑑証明書 1，000万円まで 17，000円

と実印文は、自動車運転免許証・ 3，000万円まで 23，000円

09 
最近では、協議離婚の場合にも、 在留力一ド・パスポートなどと 5，000万円まで 29，000円
公証役場が利用されているそうで 認印。 1億円まで 43，000円
すね? 2)法人の場合は、法人登記の謄本・ 以下超過額5，000万円までごとに、

協議離婚の届出のとき又は届出
抄本などと代表者の印鑑証明書 3億円まで 13，000円

後に、予供の養育費・慰謝料の と代表者印。 10億円まで 11，000円

支払 ・財産の分与などの内容を 3)代理人の場合には、以上のほか、 10億円を超えるもの8，000円

公正証書にしておく人が増えてお 契約の内容を書いた本人の委任 加算

ります。また、年金分割の合意に 状と委任状に押した印鑑の印鑑

関しても公証役場を利用し公正証 証明書。 遺言の手数料は目的の価額が1億
書を作成しています。 円までの場合は11，000円を加算

その他正本等の証書代が必要

そのほかにどんなことが公正証 012 病気で公証役場へ行けないときで

010 も遺言公正証書が作れますか? 圃 お問い合わせ書として利用されていますか?
公正証書について、わ力、らないことがあったり、詳しく知りたい方は、

例えば先使用権 ・発明に関する立 あらかじめ、公証役場に連絡すれ 震寄りの公証役場にお尋ねください。その他公証役場の所在地の

証のための事実実験の経過・結 ば公証人が自宅や病院まで出張し
お問い合わせは、日本公証人連合会(電話03-3502-8050

hUp://www.koshonin.gr.jp/)へ。
果等に関する公正証書が活用され ます。ただ、この場合は出張はそ

ています。 の公証役場の管轄内(都道府県単

また、延命指置をのぞまないとす 位)に限ります。また手数料の割
る尊厳死宣言にも利用されていま 増料や旅費目当が加わります。
す。

(H25.4) 



h 遺産争い駅に齢遺言の作成を ) 

- わが国の民法は、戦後、長子相続から共同相続

に改められ、相続人である子供の聞では、相続の

割合は原則として平等(白分〉とされました。こ

のように法律が根本的に変わったことに加えて、

戦後核家族化が急速に進むとともに、各相続人の

権利意識も高まるなどしだ結果、遺産分けの話が

なかなかまとまらず、骨肉の争いがしばしば起こ

るようになりましだ。・「きょうだいは他人の始まり」という言葉があ

ります。その上、それぞ、れのきょうだいに配偶者

が応援団としてついていますから、なお始末が悪

く、なかなか話がまとまらないのです。 Iサラリ

ーマン、退職金だめなら、親の遺産」ともいわれ

ます。遺産をめぐる争いが起こるのは無理がない

ともいえるでしょう。・それでは、このような遺産をめぐる争いを防ぐ

には、どうしたらよいでしょうか。そのだめには

遺言をするのが最も有到な方策といえるでしょ

つ。
- 例えば、遺産として土地と建物と預貯金がある
場合、 「長男には土地と建物を、次男と長女には

預貯金をそれぞれ2分の1すつ相続させる。」と

いうような遺言をしておけば、それぞ、れが遺言ど

おりの財産を取得することができることになり

ますから、争いの余地は格段に少なくなるといえ

るでしょう。

また、家業を継いでいる子には、家業に必要な

財産を相続させだいと思うのは当然でしょうし、

面倒をよく見てくれる子には、全く寄りつかない

子よりち多く相続させたいと考えるのが親の人

情でしょう。このような揚合、遺言をすることに

よって法律で定められた相続の割合(均分〉を修

正することができるのです。・このような遺言の効用が一般に認識されてき

た結果、現在では「財産を残すなら、遺言をせよ。」

「遺言は当たり前の時代に」というように、これ

が一般的な社会常識になってきたといえます。



、

遺訓万四棚鵬 : 

- 遺言をする揚合、一般的な方式としては、自ら

全文を書いてする方式と公正証書によってする

揚合の二つの方法があります。前者を自筆証書遺

言といい、後者を公正証書遺言といいます。

;自筆証書遺書幽 ::::':':'1
- このi嘉合、全文を自分で書き、作成の目的を記

入して署名押印する必要があります。訂正した揚

合にはその揚所を指示し、これをどのように訂正

しだかということを付記して署名し、かつ、訂正

揚所に押印しなければなりません。

このように厳格な万式が定められていますか

ら、方式どおり作成するのは非常に困難です。ま

た、内容も法律的に不備になりがちです。その方

式や内容が不備な揚合には、せっかく作成レた遺

言が無効となることがあり、 遺言の効力をめぐっ

て、後日紛争となることが少なくありません。

固 また、せっかく作ったのに発見されなかった

り、紛失してしまったり、場合によっては誰かに

見られて手を加えられてしまったり、破り棄てら

れたりする危険ちないとはいえません。・さらに、遺言者の死亡後、 遺言書の保管者や発

見者が、これを家庭裁判所に差し出し、遺言書の

横分を受けなければなりません。これを検認手続

といいます。

検認手続の申立てに!必要な書類は、申立書、 申

立人・相続人全員の戸籍謄本各1通、遺言者の戸

籍 (除籍・改製原戸籍) (出生時から死亡までの

すべての戸籍謄本〉各T通、それに遺言書の写し

(遺言書が開封されている揚合〉です。・このようほ自筆証書遺言はいろいろな難点が

あつだり、家庭裁判所の関与を必要とします。

;公正証書遺斡欄!蹴

- これに苅し、公正証書遺言は、公証人が遺言す

る人の話を聞いて作成するものです。公正証書遺

言の作成にあたっては、遺言者が公証役場に出向

き、証人立会いのうえで、遺言の内容を公証人に

口頭で伝え、公証人が、その口述等の内容を公正

証書に記載して作成します。・公証人は、裁判官・横察官 ・法務局長など法律

実務に長く携わり、法務大臣から任命された法律

の専門家です。このような法律の専門家である公

証人が作成するのですから、法律的に男て不備は

なく、その刻力が争われることは少なく、安I~\ • 

確実です。・遺言公正証書の原本は、公証役揚で半永久的に

保管されますから、紛失等のおそれはなく、内容

を書き替えられたりすることはありません。ま

た、遺言横索システムに登録されますので、遺言

の刻力発生後、相続人など利害関係人は遺言をし

たかどうかを問い合わせることもできます。

その上、秘密は厳重に守られますし、家庭裁判

所の横認手続ち不要です。・さらに、病気で公証役場に行くことができない

場合は、公証人が病院や自宅に出張して作成する

ことも認められています。まだ、口がきけない方

や、耳の聞こえない方でち、公正証書遺言をする

ことができます。例えば、口のきけない方で、白

書のできる方であれば筆談により、まだ白書ので

きない方は、通訳人の通訳を通じてその意思を伝

えれば、公正証書遺言ができます。・このように公正証書遺言は、自筆証書遺言に

比して、いろいろな利点があります。

なお、自分の考えている遺言を的確に遺言公

正証書としてちらうには、事前に公証人に相談

して、法律的な問題点や表現などについてアド

パイスを受けるなどして作成することをお勧め

します。



証人につい樹 昨

- 公正証書遺言の揚合は、証人2人の立会いが10
要です。

しかし、適当な証人がいない揚合は、公証役場

で証人としてふさわしい人を斡

旋してくれることちありますの

で、公証人に相談するとよいで

しょう。

[主言公正証書棚に必要な資料等

- 遺言をする揚合、次のような資料が必要になります0

・遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの1)1遇。

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等。

・相続人以外の者に遺贈する揚合には、その者の住民烹

・相続させ又は遺贈する財産が不動産の揚合には、

土地・建物の登記事項証明書 (登記簿謄本〉及び

固定資産評価証明書。不動産以外の財産の揚合に

は、それらを記載したメモ。・自分で証人を準備する揚合には、その者の氏

名・住所・生年月日・職業を記載しだメモ。

なお、未成年者、相続人・受遺者盟びにその配

偶者や直系の血族は証人になることはできませ

ん。・遺言執行者 (遺言の内容を実行・実現してくれ

る人をいいます。〉を決めておくとなにかと便利

ですが、その揚合には執行者になる人の氏名・住

所・生年月日・職業を記載したメモ。なお、執行

者には立会いの証人でも、相続人又は受遺者でも

なることができます。・なお、遺言をしようとして公証役揚を訪ねて

ち、そのI暑ですぐに公正証書を作成できるわけで

はありません。初めに訪れてから公正証書を作成

するまでには日数を要することがありますから、

公証人とよく打ち合わせをするとよいでしょう。

「手数料 : 

- 手数料は、法令により、相続させ又は遺贈する

財産の価額を目的価額として計算します。叡人に

相続させ又は遺贈する揚合には、各相続人・各受

遺者毎に目的価額を算出してそれぞれの手数料

を算定し、その合計額がその証書の手数料の額と

なります。

例えば、総額 1億円の財産を妻に6000万

円、子 (1名)Iこ4000万円相続させる揚合lこ

は、妻の手数料は4万3000円、子の手数料は

2万9000円となり、その合計が7万2000

円となります。ただし、目的価額の合計額が1億

円までのi君合は、 1万1000円を加算すると定

められているので、この7万2000円に 1万

1000円を加算した8万3000円が手叡料

の額となります。ほかに証書の枚叡により手数料

が多少必要です。

(平成23年1月1日現在〉

目的の価額 手数料

100万円まで 5，000円

200万円まで 7，000円

500万円まで 11，000円

1，000万円まで 17，000円

3，000万円まで 23，000円

5，000万円まで 29，000円

1億円まで 43，000円

以下超過額5，000万円まで毎lこ、 1億円超3億円ま

では各 13，000円、 3億円超 10億円までは各

11，000円、 10億円を超えるもの各8，000円が加

算されます。

なお、目的価額の合計額が1億円までの揚合は、上

記金額にさらに1万1000円が加算されます。

※ 病院や自宅に出張し病床で作成したときは、 5
割増しになり、ほかに、日当 1万円 (4時間以内の

揚合〉と交通費が必要となります。

，，.， 

1 



、

[遺言が特に必要揃!は轍: I 
周 財産がある限り、遺言をするのが望ましいとい

ってよいと思われますが、特に遺言が必要な揚合

を4つあげてみましょう。

・夫婦の間に子がない揚合
子がない揚合に夫が死ぬと、 妻が全財産を相続

できると思っている人がいます。しかし、夫に兄

弟姉妹があれば、妻の相続分Id:4分の3で、残り

4分の1は夫の兄弟姉妹にいくことになります。

そこで、このような事態になるのを回避するため

の方策として、夫が「全財産を妻に相続させる。」

という遺言をしておくのです。そうすれば、遺言

どおり、妻が全財産を取得できることになるので

す。遺言は「老いた妻への感謝状」です。

・相続人間士が不仲または疎遠なとき
例えば、先妻の子と後妻との間では、血縁関係

がなく、とかく感情的になりやすく、遺言で、き

ちんと財産分けをしておかないと、遺産分割で争

いが起こりがちです。まだ、子供の聞や親子の聞

が円満を欠くときち、遺産争いとなるおそれがあ

ります。

・相続人以外の人に財産を分けてやりたいとき
長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話を

している揚合、嫁は相続人ではないので、遺言を

せずにその親が死亡すると、遺産は亡夫の兄弟姉

妹が相続し、嫁はなにちもらえないことになりま

す。このような揚合は、亡夫の親としては、遺言

で相応の財産を嫁に贈与しておく必要がありま

す。これを遺言による贈与すなわち遺贈といいま

す。内縁の配偶者ち相続人ではありませんので、

同様のことがいえます。

・相続人がまつだくいない揚合
この揚合には、遺産は特別な事情がない限り国

庫に帰属します・。そこで、親しい人や世話になっ

た人にあげだいとか、社会福祉法人、寺・教会等

に寄柑しだいという揚合には、その旨の遺言をし

ておく必要があります。

(遺言のすすめ

- 公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて、はる

かに優れていますから、公正証書で遺言をする人

が年々増えてきています。また、一度遺言をして

も、周囲の状況や遺言者のJ~\境が変わってきたと

きは、改めて遺言をすることもできます。・わが子に限ってごたごたは起こさないだろう

から遺言をしないということを聞くことがあり

ますが、 「泣き泣きち、よい万をとる形見分け」

という川柳が示すように、あまり当てにはなりま

せん。また、遺言公正証書の有用性はよくわかる

が、公証役場まで行くのは手数と費用がかかって

面倒だなどという話ち聞きますが、後に起こるか

ちしれない骨肉相喰む醜い紛争を防止するのに

役立つとしたら、多少面倒ではあってち公正証書

で遺言をしておくだけの値打ちは、十分にあると

いえましょう。・遺言は、後に残される家族に対する思いやりで

す。ぜひお気軽に公証役場を訪ねてください。

「お山せは 川吋刺殺

圃 公正証書について、わからないことがあったり、詳し

く知りたい方は、上記公証役場にお尋ねください。その他

公証役場の所在地のお問い合わせは、日本公証人連合会

(電話03-3502-8050http://www.koshonin.grjp/)へ。

(H.2408) 




